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会　員　の　動　き

現職会員
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継続会員
配偶者会員
合　　計
（令和２年８月31日現在）

5,985名
6,458名
216名
89名

12,748名

表紙写真：むつ市夜景
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福祉互助会ホームページもご覧ください www.aomori-fukushigojo.jp/
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　令和元年度の決算は、去る６月１日開催の第19回理事会及び第18回評議
員会において承認されましたので、その概要についてお知らせいたします。

♦収支の概要
　令和元年度における収支決算を行った結果、受取掛金等が減となっ
たことにより収入は243,891千円となりました。
　一方、支出においても医療給付費等が前年度より減となったことに
より、301,166千円となりました。
　この結果、当期収支差額はマイナスの57,275千円で、年度末にお
ける正味財産は579,087千円、資産総額は1,523,190千円となりまし
た。 

現職会員
　………………… 6,208名

退職会員
　………………… 6,471名

継続会員
　…………………　 221名

配偶者会員
　…………………　  90名

合　　計
　………………　12,990名

（令和２年３月31日現在）

会 員 数収 支 の 状 況
（単位：千円）

収　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入

科　　目 金　　額

支　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出

科　　目 金　　額

基本財産運用益 1 医療給付費 183,781

受 取 掛 金 137,868 退会給付費 44,836

事 業 収 益 108 表　彰　費 9,985

雑　収　益 105,914 研修旅行費 3,541

互助会報発行費 2,183

給料手当等 18,115

臨時雇賃金 3,764

委　託　費 4,525

租 税 公 課 16,186

そ　の　他 14,250

合　　計 243,891 合　　計 301,166

令和元年度収支差額 　△ 57,275

繰 越 正 味 財 産　   579,087

令和元年度 決算の概要
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１　令和元年度福祉互助会を組織する市町村等の数
市 町 村 一部事務組合等 計
10 22 8 32 72

２　評議員・役員の数
評議員 理事 監事 計
10名 9名 3名 22名

３　掛金の給料月額に対する割合（財源率）
5
1,000 

４　現職会員加入状況及び加入率

年　　　度 該当者数（人）
（Ａ）

現職会員（人） 加入率（％）
加入者数 脱退者数 加入者数計（Ｂ）（Ｂ）÷（Ａ）×100

平成29年度 10,352 282 525 6,911 66.8
平成30年度 9,862 209 590 6,530 66.2
令和元年度 9,820 200 522 6,208 63.2

５　退職会員・継続会員・配偶者会員の加入状況

年　　　度 退職会員（人） 継続会員（人） 配偶者会員（人）
加入者 資格喪失者 加入者計 加入者 資格喪失者 加入者計 加入者 資格喪失者 加入者計

平成29年度 406 624 7,062 30 47 259 0 3 107
平成30年度 361 601 6,822 37 58 238 6 13 100
令和元年度 280 631 6,471 34 51 221 1 11 90

６　令和元年度現職会員・退職会員・継続会員・配偶者会員の掛金の状況
現職会員 退職会員 継続会員 配偶者会員 掛金合計（円）掛金（円） 掛金（円） 掛金（円） 掛金（円）
132,775,551 5,071,715 0 21,240 137,868,506

７　令和元年度医療給付費・退会給付費の状況

月 医療給付費 退会給付費 給付金計（円）件数 給付金（円） 件数 給付金（円）
4 2,898 19,769,500 8 1,312,373 21,081,873
5 3,460 29,937,900 130 27,772,411 57,710,311
6 1,949 15,542,100 19 4,292,054 19,834,154
7 1,918 14,896,100 16 2,764,144 17,660,244
8 1,771 12,115,900 11 1,982,129 14,098,029
9 1,452 10,398,000 14 1,847,712 12,245,712
10 1,800 12,048,200 3 406,600 12,454,800
11 1,489 9,910,100 7 1,016,885 10,926,985
12 2,066 13,505,000 12 1,212,200 14,717,200
1 1,991 13,014,300 4 439,966 13,454,266
2 2,411 14,644,600 6 455,100 15,099,700
3 3,168 17,999,400 10 1,334,291 19,333,691
計 26,373 183,781,100 240 44,835,865 228,616,965
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◎福祉互助会の医療給付は、退職会員（配偶者会員、継続会員含む。）及びその配偶者に対し、

それぞれ60歳から70歳まで保険適用分の医療機関ごとの入院・外来別で、１か月分ごとに合

算した金額から5,000円控除した金額を給付します。

◎退職会員は、38歳時の年度に現職会員となることを申し出て、掛金を240月納付すると加入

することができます。（会員本人の掛金により配偶者の方も会員同様、医療給付の対象とな

ります。）

◎医療給付の年間の給付上限額は１人10万円ですので、配偶者の該当者がいる場合は年間最大

20万円が給付されます。

　健康でいる事が一番ですが、いざという時はとても心強い制度です。

　ぜひ、共済組合員で加入を考えている方にお勧めください。

●令和元年度無給付者の2,801名に記念品贈呈

　福祉互助会では、毎年４月１日から翌年３月31日までの１年間、医療給付金を受けなかった

退職会員に対して記念品を贈呈しております。

　令和元年度につきましては2,801名の方々が該当いたしました。

　該当者の方々には、記念品「電子体温計」を10月中に発送しております。

事 局 か ら の務 お 知 ら せ

十和田市　蔦沼
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医　療　費　請　求　書
※

青森県○○郡○○町○○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○○ ○○○○

－ －

一般財団法人青森県市町村職員福祉互助会　〒030-0802 青森市本町五丁目1番5号　℡ 017-723-6527

円円 円医療機関に ８，０００　円 ０ ０支払った額

給 付 番 号
医療機関名 医療区分

受診年月 平成・令和　  2　　年　　8　　月分 給付対象額 給付決定額

円 円医療機関に ８，５００　円 ０ ０支払った額

給 付 番 号
医療機関名 医療区分

受診年月 平成・令和　  2　　年　　7 　月分 給 付対象額 給付決定額

円 円医療機関に ７，２３０　円 ０ ０支払った額

給 付 番 号
医療機関名 医療区分

受診年月 平成・令和　  2　　年　　6　　月分 給付対象額 給付決定額

青森市町村クリニック

円 円医療機関に 　８，５００　円 ０ ０支払った額

給 付 番 号
医療機関名 医療区分

受診年月 平成・令和　 2　　年　　5　　月分 給付対象額 給付決定額

福祉互助会病院

福祉互助会病院

福祉互助会病院

給付決定額

※該当の番号に○印

福　祉　　　太　郎

福　祉　　　花　子

円 円医療機関に ７，２３０　円 ０ ０支払った額

医療機関名 医療区分

受診年月 平成・令和　 2　　年　　5 　月分 給 付対象額

青森市町村クリニック

下記のとおり、領収書を添付して請求いたします。 令和　2　年　10　 月　 5　日

一般財団法人青森県市町村職員福祉互助会理事長　　様 裏
面
の
記
入
上
の
注
意
を
ご
覧
の
う
え

太
線
の
中
だ
け
記
入
し
て
く
だ
さ
い

住 所

電話番号

〒 －

受診者氏名 保険証の種類
2 国民健康保険
3 協会けんぽ
4 その他( 　　　)

（携帯電話番号等）

会員氏名

生年月日 昭和　30　年　5　月　13　日 性 別 男　　・ 女

給 付 番 号

㊞

フリガナ 　フクシ　　　 ハナコ 1 市町村職員共済

医
療
機
関
名
は
正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

同
上
等
の
記
入
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

必ず捺印してください。

受診年月は古い順に
記入してください。

フ
リ
ガ
ナ（
フ
ル
ネ
ー
ム
）は
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

医療費請求書は郵便でご送付ください。（窓口でも受付けます。）

記 入 例
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　年金者連盟は、「全国市町村職員共済組合連合会」から年金を受給している方々の会員で組織
している任意団体です。
　主に、年金制度の改善運動と会員とその家族の福利厚生を目的として、昭和44年に設立し、現
在の会員数は約5,800人となっています。
　今後の事業を一層充実したものにするためにも、ひとりでも多くの方々のお力添えが必要です。
　退職後の未加入者及びこれから退職し年金受給者となられる方々に年金者連盟に加入していた
だきたく、ご案内申し上げます。

　①連盟への加入方法
55歳以上の方で市町村等を退職する、または退職した方が会員になれます。
退職時または退職後に加入申込書を当連盟まで郵送若しくは電話・メール等で問い合せしてい
ただければ郵送いたします。　
（共済組合ＨＰからも加入申込書をダウンロードできます。）
なお、共済組合から年金決定通知書を送付する際にも加入申込書を同封しています。

　②連盟の会費
　★既年金受給者
初年度の会費は無料です。翌年度以降４月の年金から一年分控除となります。

　　翌年度からの会費は下記のとおりです。（上限が5,000円／下限が1,000円）
　　・退職・老齢年金受給者…年金年額×千分の3.2
　　・障害年金受給者…………年金年額×千分の1.8
　　・遺族年金受給者…………年金年額×千分の1.8
　★年金待機者
初年度の会費は無料です。翌年度以降、年金決定年度まで2,000円を振込用紙にて納入し
ていただきます。年金が支給されましたら自動的に既受給者会員となり、年金から控除さ
れます。

　　
　③連盟の事業

　④お問い合せ先
　青森県市町村職員年金者連盟　　〒030-0802 青森市本町五丁目１番５号　TEL 017-723-6528
　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail : a-nenren@cube.ocn.ne.jp

年金者連盟からのご案内

事業の種類 主　な　事　業　の　内　容
慶 祝 事 業 ♦長寿会員に慶祝記念品の贈呈（75歳）

福 祉 事 業

♦宿泊施設の利用助成（全国の市町村職員共済組合関連の施設等）
　１泊1,500円（会員、配偶者・１人１年度につき延５泊まで）
♦団体傷害保険、団体疾病保険、団体介護保健、がん保険
　（保険料は団体割引で、生活の負担にならないよう安く設定しています。）
♦葬儀支援サービス（24万円から利用できます。）
♦人間ドック受診特別割引、ゴルフ場特別料金、各種斡旋
♦各支部では、独自の事業として年１回の通常総会、会員研修会等を行っ
ています。

広 報 事 業 ♦広報紙「連盟だより」を年２回発行し、全会員に配布しています。
♦２年連用版の手帳を全会員に配布しています。
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